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意見の提出について（募集期間：平成２４年１１月１０日～１１月３０日）

【意見の取り扱い】

　　提出された意見は、今後の参考に

　します。

　　また、意見の内容と意見に対する

　議会の考え方を公表します。

　　類似の意見は取りまとめて公表し、

　個別の回答は行いません。

　　なお、個人情報は公表しません。

【問い合わせ】

　川越市議会事務局　議事課

　℡０４９－２２４－６０６７

【提出できる方】

　①市内に住所を有する方

　②市内の事業所に勤務する方

　③市内の学校に在学する方

　④その他案に関し利害関係を有する方

【提出方法】

　①直接持参

　　川越市役所　議会事務局議事課（市役所６階）

　　（土・日・祝日を除く　８：３０～１７：００）

　②郵送

　　〒３５０－８６０１

　　川越市元町１－３－１　川越市議会事務局　議事課

　③ファックス

　　ＦＡＸ番号　０４９－２２４－５３９４

　④川越市議会ホームページ

　　川越市公式ホームページ内の「川越市議会」

　川越市議会では、９月定例会で議員提案による「川越市公契約条例（案）」

を提案し、継続して審査することとしました。

　よりよい条例とするため、市民のみなさまからの意見を募集いたします。

【意見提出用紙】

件　名（必須）

（ふりがな）
氏　名（必須）

住　所（必須）

連絡先（必須）
（いずれか一つを
　　ご記入ください）

区分（必須）

意見内容（必須）

川越市公契約条例（案）に対する意見

〒

・電話番号　　　　（　　　　　　　　　　　　　）
・ファックス番号　（　　　　　　　　　　　　　）
・メールアドレス　（　　　　　　　　　　　　　）

該当する区分を選択ください
　□　市内在住
　□　市内在勤
　□　市内在学
　　　（名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　（所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　利害関係者
　　　（利害内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

名称・所在地をご記入ください｝

※ 上記フォーム以外の形式においても、必要項目が記載されていれば意見書として提出可能です。


